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1. はじめに 

 アジア諸外国へ現物投資及び物品を輸出する際の輸入規制に関し、投資企業、輸出企業

等から当協会に問い合せが多く寄せられており、これら情報を総合的に閲覧できるデータ

ベースの整備が望まれているところである。 

 本事業は、当協会の有する情報及び知見に基づき、海外への現物投資及び輸出を行う企

業に対し、アジア諸外国の輸出入規制及び制度に関する基礎データを利用しやすい形に編

集し、提供することを目的とし、以って、投資企業及び輸出企業の円滑な活動の促進、 国

間貿易の促進に寄与することとする。 

 

2. 調査の内容 

 諸外国(アジア)への現物投資、物品輸出入等の貿易業務に係る輸出入規制及び制度に関

するデータを文献調査、現地調査等により収集・調査した結果を総合的に一覧できる形に

データベース化し、当協会のホームページ、ガイドブック等を通じて上記関係者の利用に

供するものである。 

 

3. 調査の対象 

 調査は以下のスケジュールにより実施している。 

 平成 23 年度： タイ 

 平成 24 年度： インドネシア 

 平成 25 年度： インド 

 平成 26 年度： ベトナム 

 平成 27 年度： タイ、インドの部分的アップデート(改定増補) 

 

 調査の対象は、投資及び輸出の状況により変更及び追加の可能性があり、また、各国規

制の改変状況を踏まえて、データベースの見直しを適時行うとともに以降も調査を継続す

ることとする。 

 

 平成 28 年度は、前年度後半よりベトナムの中古機械の輸入規制に関して大きな変革や新

規制が公布された為、本施法された本年度内の調査事実を踏まえて当該事項に関するデー

タベースのアップデート(改訂増補)を図る事とした。 

 

4. 調査の方法 

 平成 27 年度後半から 28 年度を中心としたベトナムの中古機械の輸入規制に関し、以下

の方法で調査を実施した。 

① 文献調査(インターネットを含む。) 

② 国内関係者ヒアリング 

③ 現地関係者ヒアリング 
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5. 調査の結果 

【ベトナムの輸出入規制に関するアップデート】 

 

5-1 中古機械・設備・製造ラインに関する輸入規制 

（平成 26 年度 報告書項目 5-7 の改訂増補） 

ベトナム向け中古機械類の輸入については従来積み地港においての任意検査となってい

た。しかし、状態の粗悪な中古機器類の輸入が相次いだ為、ベトナム政府は 2012/4/27: 政

府通達 No.571/TTG-KTTH を出し、輸入中古設備規制を強化した。更に中国より大量の粗悪

な中古機械類が国内に流入した為、2012/9/6: 科学技術省通達 No.2527/TB-BKHCN が出され

中国廃止企業の 2255 社から出される中古機械類の輸入が禁止された。これらを受けて、中

古機械類の船積み前検査について強制検査の必要性の機運が高まり、2013 年春、ベトナム

政府(ベトナム科学技術省の基準に基づく)は中古機器輸入に対して新たな規制を行うと発

表した、又、首相が 2013 年 8 月 9 日、国外からの中古機械・設備の輸入を規制するよう、

財政省、科学技術省に指示を行った。（首相指示 17／CT TTg 号）更に、科学技術省は 2013

年 9 月 24 日付で税関総局に対してオフィシャルレター（3016／BKHCN DTG）を送付し、

中古機械・設備の輸入に関する基準を公表するまでの暫定措置を示した。この状況により

いよいよ船積み前検査の制度確定と実施が急務となり、2014 年 7 月 15 日、科学技術省より

20/2014/TT-BKHCN が通達された。これにより 2014 年 9 月 1 日船積み分よりベトナム向け

中古機械類に付いては、船積み前検査が強制・義務付けられたが、輸入許可対象機器の年

限等条件が厳しく、関係各方面より条件緩和の要求が殺到し、これを受けて通達効力発効

直前の 2014 年 8 月 29 日に首相告示である 2279/QD-BKHCN が出され、上記規制について

は効力が停止された。 

その後、ベトナム政府は当該輸入規制の修正法案の段階的提示と国内外の業界団体との

協議を繰り返し実施した結果、最終的に規制対象は製造業に限定し、輸入許可条件は経年

数 10年以下且つ安全,環境保護及び省エネに関するベトナム国家基準かG７諸国の基準に適

合している事とし、残存能力８０％は条件適用外とする新規制 23/2015/TT-BKHCN を 2015

年 11 月 13 日に通達した。 

以後、同規制内容の見直しが行われることは無く、予定通り 2016 年 7 月 1 日に本施行と

なった。 

＊新規制 23/2015/TT-BKHCN の原文及び翻訳文は参考資料として巻末に付属。 

 

 

23/2015/TT-BKHCN の主な規制内容と解説 

5-1-1. 適用範囲 (第 1 条) 

ベトナム各省庁が定めた輸入禁止品目に属さず、No.103/2015/TT-BTC 付録のベトナム輸

出入品目一覧の HS コード No.第 84 類～85 類に属する中古の交換用部品類、機械・設備及

び技術ライン。但し、適用外*1)も存在。 
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＊１）規制適用外の内訳 

通過/中継貿易、一時輸入-再輸出/一時輸出-再輸入、外国との修理･保守

サービス契約の実施、輸出加工区内外企業や区内企業間の国内受け渡し、

ベトナム国内で製造できない研究開発、治安維持、国防に関するもの、製

品商品品質法で公布された安全を損なう恐れの在る製品・商品一覧グルー

プ２の機械・設備、HS コード No.84.40～84.43 の印刷機械・設備、及び

政府や首相より輸入許可されたもの。 

 

5-1-2. 適用対象 (第 2 条) 

① 中古の機械・設備・製造ライン，自社用途の中古部品類を輸入する組織，個人（企業） 

② 中古の機械・設備・製造ラインの検査を実施する検査機関 

③ 中古の機械・設備・製造ラインの輸入に関連する政府管轄機関 

 

5-1-3. 中古設備の輸入に関する要件 

(１) 一般要件 (第 5 条) 

現行法の規定に従い、輸入時に《安全(機械安全), 省エネ, 環境保護》に関する要件

に適合している中古設備。 

(２) 詳細要件 (第６条) 

中古設備の輸入許可条件： 

(2-1) 一般 

a) 設備年齢が 10 年を超えないこと*1)。 

b) ベトナム国家技術基準(QCVN)又は国家基準(TCVN)の規定に適した基準か、安全

(機械安全),省エネ,環境保護に関する先進 7 か国(G７)の基準*2)に適合している事。 
*1) 生産年から輸入年(ベトナムの港到着)までを年カウントされる。 
*2) イギリス(BS),フランス(NF),イタリア(UNI),ドイツ(DIN),アメリカ(ANSI),カナダ(CSA),日本(JIS) 

(2-2) 以下に該当する新規投資案件か拡大投資案件を含む投資案件 

a) 投資方針の決定に属する案件。 

b) 上記に属さない案件で、投資登録証明書の発行手続きを必要とする案件。 

但し、投資案件の書類に中古設備リストがあり、権限機関による投資方針の決定が

定められ、投資登録機関から投資登録証明書が発給された場合は、上記『(2-1) 一般』

の適用を受けない。 
＊ この第 6 条 2 項の解釈は未だに明確ではない事が多く、適用の是非に関してはベトナム当局の指示を仰ぐ等、

注意が必要です。 

(2-3) 中古の交換用部品類の輸入 

製造企業が自社内で稼働中の設備を修理･交換する必要がある場合のみ輸入可能。 

 

 

 

(３) 中古設備の輸入書類・検査証明書の有無 (第 7 条～第 9 条) 
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一覧表にまとめると、以下の通りとなる。 

分類 輸入許可条件 輸入通関時に必要な書類 第三者検査/証明 

投資案件に

属する中古

機械・設備 

1.設備年齢 10年以下。 

2.安全,省エネ,環境保

護のベトナム国家基

準(QCVN/TCVN)か G7

諸国基準の適応。 

輸入通関書類(税関法関連)

に加え、投資方針決定証明書

か投資登録証明書の写し 1

部。 

不要 
* 少なくとも規制条文上

では求める記述は無い

修理/交換用

の中古部品

類 

製造メーカーが自社設

備をメンテナンスする

場合(同目的で他社に輸

入委託された場合も)。 

輸入通関書類(税関法関連)

に加え、中古部品類を輸入す

る必要性に関する理由書と

誓約書（必要十分な量/種類

を輸入し、且つ目的通りに使

用する旨）原本 1部、輸入を

委託する場合の被委託書の

原本1部及び輸入する交換部

品の技術資料写し 1 部(在れ

ば)。 

不要 
* 少なくとも規制条文上
では求める記述は無い

上記以外の

中古機械・設

備 

1.設備年齢 10年以下。 

2.安全,省エネ,環境保

護のベトナム国家基

準(QCVN/TCVN)か G7

諸国基準の適応。 

輸入通関書類(税関法関連)

に加え、a) 左記に関する機

械メーカーの確認書原本 1

部。又は、b) 左記に関する

検査機関の証明書の原本１

部。 

必要 

但し、必要書類がｂ)

となるケース 

 

5-1-4. 中古設備の検査 (第 10 条) 

(１) 証明書で記載されるべき必要事項 

1. 基本情報（輸出者、輸入者、施検対象、施検場所、施検内容） 

2. 中古設備の製造年*3)、名称、商標/ブランド、番号、モデル、製造者名 

3. 上記した製造基準(規制第 6 条 1 項-b)の適合性に関するコメント/結論 
*3) 経年数 10 年以下である事が必須。10 年超過設備には上記内容の証明書は発給されない。 

 

(２) 検査機関の条件等 

1. 事業登録がある機械・設備の検査機能を有するベトナム国内検査機関 

2. 所在国の法律にて事業登録があり、機械・設備の検査機能を有する海外検査機関 

上記の他、規制 23/2015/TT-BKHCN の規定に従った書類の提出を行い、ベトナム科

学技術省の認定を受ける必要がある。 

尚、2017 年 3 月 31 日現在、ベトナム科学技術省の WEB で公表されている認可登

録検査機関は全 39 組織(同一組織の海外支部はカウントせず)となっている。 

＊公開されている登録検査機関リスト原文は参考資料として巻末に付属。 

 

(３) 証明書の有効期限 

証明書発行日起点で対象中古設備がベトナムの港に到着する時点まで 6 か月以内。 
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5-1-5. 特別な場合 (第 13 条) 

10 年超過の中古設備に関する特別条項で、企業が生産経営活動を維持するために輸入す

る必要がある場合、企業の提出書類及び要請に基づき、科学技術省は各省庁/専門組織と協

議の上、当該案件の検討/決定を行うと規定。 

しかしながら、具体的な指示/要求が示されていない事や条文解釈の違いなどで、現在で

も関係者間で混乱を招いている状況にある。 

 

5-1-6. 企業の責務と違反処分 

(１) 責務 (第 12 条) 
1. 中古設備の輸入に際し、規制23/2015/TT-BKHCN及び関連法規の規定を厳守する。 

2. 商業目的の場合、同規制第 8 条に基づく通関処理の完了を以て売却可能となる。 

3. 通関後の中古設備が、任意の時点で監督官庁の安全・省エネ・環境保護に関する査
察を受けた際に違反が発見された場合は処罰を受ける。 

(１) 違反処分 (第 14 条) 
1. 港湾または国境に到着した中古設備が、本通達第 6 条第 1 項の規定を満たしていな

いと鑑定された場合、企業は現行法令に従って処罰を受ける。鑑定の過程において、
権限機関は企業の申請に基づいて再鑑定の可否を判定する。 

2. 通関後、組立・使用される中古設備が稼働過程において安全・省エネルギー・環境
保護に関する要件を満たしていない場合、企業は現行法令に従って処罰を受けなけ
ればならない。 

 

5-1-7.  
1. 本規制 23/2015/TT-BKHCN は、2016 年 7 月 1 日より有効となる。 

2. 本規制の発効日(2015 年 11 月 13 日)より、以下の文書は無効となる。 

＊中古の機械・設備・技術ラインの輸入について定めた 2014 年 7 月 15 日付の科学
技術省通達 No.20/2014/TT-BKHCN 

＊中古の機械・設備・技術ライン輸入の一時停止について定めた 2012 年 9 月 6 日付
の科学技術省通知 No.2527/TB-BKHCN。 

3. 各引用法規範文書が補足修正或いは変更された場合、新規の文書に基づき実施する。 

4. 施行過程で問題が発生した場合、科学技術省他に伝達し、適切な補足修正を委ねる。 

 

上記は、規制条文の抜粋及び解説であるが、正式な内容は規制原文にて再確認を願う。 

 

6. おわりに 

 本報告書記載の内容は、2017 年 3 月 31 日時点の規制及び制度の概要であり、今後、変更

があった場合は適時改定するとともに、関係者の皆様の意見等を踏まえて内容の充実に努

める所存である。また、本報告書記載の内容についての不明な点は、当協会に照会して頂

きたい。 
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